
江の川上流森林計画区

国有林の地域別の森林計画書

〔 変 更 〕

自 平成２２年 ４月 １日
計画期間

至 平成３２年 ３月３１日

（平成２２年１２月２２日変更）

近畿中国森林管理局



ま え が き

森 林 法 第 ７ 条 の ２ 第 １ 項 の 規 定 に よ り 樹 立 し た 既 定 計 画 を 、 同 条 の ２ 第 ３

項 の 規 定 に お い て 準 用 す る 第 ５ 条 第 ４ 項 の 規 定 に 基 づ き 、 次 の と お り 変 更 し

ま す 。

（ 変 更 理 由 ）

地 域 の 実 情 に 基 づ いて 、 林 道 の 開 設 そ の 他 林 産 物 の 搬 出 に 関 す る 事 項 を 変 更 し

ま す 。
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担当者の職名及び氏名並びに樹立に従事した期間

１ 担当者の職名及び氏名

計 画 課 課 長 山 口 輝 文

流域管理指導官 竹 井 正 治

課 長 補 佐 坪 木 直 文

企 画 係 長 髙 井 和 巳

２ 樹立に従事した期間

自 平成22年 4月 1日

至 平成22年12月31日



目 次

‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥Ⅱ 計画事項 １

‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥7 林道の開設その他林産物の搬出に関する事項 １

‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥(2) 開設又は拡張すべき林道の種類別、箇所別の数量等 １

‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥(4) その他必要な事項 １



江の川上流- 1 -

7 林道の開設その他林産物の搬出に関する事項

(2) 開設又は拡張すべき林道の種類別、箇所別の数量等

開設又は拡張すべき林道の種類別、箇所別の数量等については、別表６のとおりです。

(4) その他必要な事項

国有林と関係のある民有林林道の開設計画

その内国有林内の計画
民 有 林 林 道 計 画

( )は官行造林地
備 考

開 設 延 長 関 係 延 長
路 線 名 区分 位 置 国有林名

拡張別 km 林 班 km

1056開 設 庄 原 市 4.5 倉 造 山
1057

2.3
高 尾 小 坂 基幹 継続

庄 原 市 6.8 ヒ ナ 山 824 1.2
（総領町）

三 次 市 1002伊 久 利 普通
（君田村）

3.3 茗 荷 谷 山
1003

3.3 継続

横 谷 高 暮 普通 三 次 市 1044 継続
（君田村）

3.0 茗 荷 谷 山
1045

3.0

別表６ 開設又は拡張すべき林道の種類別、箇所別の数量等

単位 延長：㎞、面積：ha、材積：㎥

開設 箇 所 数 利 用 区 域
・

拡張 種類 市町村 路 線 名 及 び 材 積 備考
面 積

別 延 長 針葉樹 広葉樹

開設 基幹 三 次 市 茗荷谷山林道 (1) 0.30 35 1,870 2,834

庄 原 市 篠原林道 (1) 0.40 37 10,762
（大万木林道支線）

計 (2) 0.70 72 12,632 2,834

管理 三次市 宇遠木林道支線 (1) 0.40 78 11,453 3,383

茗荷谷山1042林班線 (1) 1.50 137 28,227 1,455

茗荷谷山1044林班線 (1) 2.23 145 24,069 5,153

庄 原 市 第二七ヶ所山林道 (1) 0.20 41 11,568

油木林道 (1) 0.30 60 12,568 983

比和奥山林道支線 (1) 1.50 32 13,649
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開設 箇 所 数 利 用 区 域
・

拡張 種類 市町村 路 線 名 及 び 材 積 備考
面 積

別 延 長 針葉樹 広葉樹

開設 管理 庄 原 市 甲野村山15林班線 (1) 1.50 123 19,972 6,439

安芸高田市 熊谷山林道 (1) 0.30 80 17,734 1,784

第三犬伏山林道 (1) 2.00 170 36,560 758

細越谷林道 (1) 0.20 28 4,147

亀谷山107林班線 (1) 1.50 170 34,499 263

計 (11)11.63 1,064 214,446 20,218

拡張 管理 庄 原 市 鈩原林道 （1）1.00

計

注：１（ ）は箇所数

２ 種類欄の基幹は森林基幹道、管理は森林管理道


